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亀山市心身障害児童福祉手当支給条例及び亀山市重度心身障害者介助者手当支給

条例を廃止する条例 

 

次に掲げる条例は、廃止する。 

（１） 亀山市心身障害児童福祉手当支給条例（平成１７年亀山市条例第１５６号） 

（２） 亀山市重度心身障害者介助者手当支給条例（平成１７年亀山市条例第１５７

号） 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の亀山市心身障害児童福

祉手当支給条例第７条第１項の規定による受給資格の認定を受けた者に対する心身障

害児童福祉手当又はこの条例による廃止前の亀山市重度心身障害者介助者手当支給条

例第７条第１項の規定による受給資格の認定を受けた者に対する亀山市重度心身障害

者介助者手当の支給については、令和９年３月３１日までの間は、なお従前の例によ

る。 

 


